
【至急】【重要】 来学会年度に会費援助措置を希望する留学生の皆様へ
　既にお知らせしておりますように、留学生を対象とする会費援助の申請時期が変わります。来学会年度(2009年9月〜)に会費援助を希望する留学生の方は本年5月中に必ず申請をしてください。会費援助措置は年度を越えて自動的には継続しませんので、今年度受けている方も改めて申請が必要です。申請方法はこちら(http://www.gakkai.ne.jp/jses/2009/01/10143706.php)をご参照ください。なお新入会員の場合は随時申請を受け付けます。ご不明の点は学会事務局(g003jses-mng@ml.galileo.co.jp)にお尋ねください。
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